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職場におけるメンタルヘルス対策の現状等
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ルヘルス対策に関する検討会



2021年4月1日職場におけるメンタルヘルス対策に関する
制度、計画等



これまでのメンタルヘルス対策に係る経緯 ①

33

時期 動き

S63.9.1
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（ＴＨＰ指針）」（メンタル
ヘルスケアと心理相談担当者を規定）
（R5.3.31最終改正）

H7～11年度
労働省委託研究にて作業関連疾患（ストレス）について調査研究
→ 「職業性ストレス簡易調査票」の開発

H12.8.9 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」（旧指針）の策定

H16.10.14
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の策定（H24年3月
最終改訂）

H18.3.31
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
（労働安全衛生法第69条に根拠をおく指針として策定）

H18.4.1

改正労働安全衛生法施行
・長時間労働者に対する面接指導制度（法律改正）
・衛生委員会における審議事項に「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対
策の樹立」を追加（省令改正）※50人未満の小規模事業場についてはH20.4施行

H20年度～
メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業（後のメン
タルヘルス支援センター事業）



これまでのメンタルヘルス対策に係る経緯 ②

44

時期 動き

H20.4
第11次労働災害防止計画策定（目標設定）
・メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とする

H21.4
メンタルヘルス対策支援センター（現産業保健総合支援センターの前身となる組織）
の本格稼働

H21.10 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」開設

H22.9 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」報告とりまとめ

H22.12.22
労働政策審議会建議
・ストレス症状を有する者に対する面接指導制度の導入を提言

H23.12
労働安全衛生法改正案を国会に提出

→衆議院解散に伴い廃案（H24.11）

H25.3
第12次労働災害防止計画策定（目標変更）
・メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする

H25.12
労働政策審議会建議

ストレスチェック及び面接指導制度の創設を提言



これまでのメンタルヘルス対策に係る経緯 ③

55

時期 動き

H26.4
メンタルヘルス対策支援センターを（独）労働者健康福祉機構（現（独）労働者健康安
全機構）に移行
（産業保健推進センター事業、地域産業保健事業と統合）

H27.12.1 ストレスチェック制度（改正労働安全衛生法） 施行

H28.4.1
ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について
（R4.3.31最終改正）（通達）

H29.3.31
「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について
（R5.12.28最終改正）（通達）

H30.2

第13次労働災害防止計画策定（目標追加）
・メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする
・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先があ
る労働者の割合を90%以上とする
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上と
する

R2.3 「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集」の公表



これまでのメンタルヘルス対策に係る経緯 ④

66

時期 動き

R4.3
・「テレワークにおけるメンタルヘルス対策のための手引き」の公表
・「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」報告書の公表

R5.３

第14次労働災害防止計画策定（目標一部変更）
（アウトプット指標）
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80％以上とする。
・使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を
2027 年までに 50％以上とする
（アウトカム指標）
・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする

労働者の割合を 2027 年までに 50％未満とする



メンタルヘルス対策の体系とストレスチェック

77

○職場におけるメンタルヘルス対策は、3本の柱からなる。

（一次予防） メンタルヘルス不調の未然防止
（二次予防） メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
（三次予防） 職場復帰支援

○ストレスチェック制度は、ストレスの状態を把握することでメンタルヘルス不調を未然に防止するこ
とを目的としており、一次予防のための仕組みと位置づけられる

（一次予防）
メンタルヘルス不調の未然防止

（二次予防）
メンタルヘルス不調の

早期発見と適切な対応

（三次予防）
職場復帰支援

○ 衛生委員会等での調査審議 ○ 心の健康づくり計画の策定

○職場復帰支援プログラ
ムの策定、実施

○主治医との連携 等

○労働者のストレスマネジメントの向上
・教育研修、情報提供 ・セルフケア 等

○職場環境等の把握と改善
・過重労働による健康障害防止
・ラインケア、パワハラ対策 等

○上司、産業保健スタッ
フ等による相談対応、
早期発見と適切な対応
等

体
制
整
備

具
体
的
取
組

○ ストレスチェック制度
ストレスチェック等により未然防止の取組を強化



ストレスチェック制度の実施手順

88

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定）

質問票の配布・記入 ※ITシステムを用いて実施することも可能

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

本人に結果を通知

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施

就業上の措置の要否・内容について医師か
ら意見聴取

個人の結果を一定規模のまとまりの
集団ごとに集計・分析

職場環境の改善

就業上の措置の実施

メンタルヘルス不調を未然に防止

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
（
全
員
）

面
接
指
導
（
ス
ト
レ
ス
が
高
い
人
）

集
団
分
析

※

努
力
義
務



第14次労働災害防止計画 一部抜粋
（令和５～９年度、令和５年３月策定）

99

１ 計画のねらい

（３）計画の目標

ア アウトプット指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進

・ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80％以上とする。

・ 使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を 2027 年までに 50％以上とする。

・ 各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027年までに 80％以上とする。

イ アウトカム指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進

・ 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を 2027 年までに 50％未満と

する。

４ 重点事項ごとの具体的取組

（７）労働者の健康確保対策の推進

ア メンタルヘルス対策

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

・ ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェック結果をもとに集団分析を行い、その集団分析を活用した職場環

境の改善まで行うことで、メンタルヘルス不調の予防を強化する。

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと

・ 集団分析、職場環境改善の実施及び小規模事業場におけるストレスチェックの実施を促進するための方策を検討し、取り組む。



経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日閣議決定）

1010

（メンタルヘルス対策に関係する部分抜粋）

第２章 新しい資本主義の加速

１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い中間層の形成

（多様な働き方の推進）
三位一体の労働市場改革と併せて、人手不足への対応も視野に入れ、多様な人材がその能力を最大限いかして働くことができるよう、

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、個々のニーズ等に基づいて多様な働き方を選択でき、活

躍できる環境を整備する。このため、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、2028年度まで

を目途に実施する。あわせて、時間や場所を有効に活用できる良質なテレワークやビジネスケアラーの増大等を踏まえた介護と仕事の

両立支援を推進するほか、勤務間インターバル制度の導入促進、メンタルヘルス対策の強化等の働き方改革を一層進めながら、副業・

兼業の促進、選択的週休３日制度の普及等に取り組む。また、フリーランスが安心して働くことができる環境を整備するため、フリー

ランス・事業者間取引適正化等法4 の十分な周知・啓発、同法の執行体制や相談体制の充実等に取り組む。

4特定受託事業者に係る取引に適正化等に関する法律（令和５年法律第25号）



2021年4月1日

労働者のメンタルヘルスに関する現状
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［件］

注：自殺には未遂を含む 12

順
位

出来事の類型 支給決定件数※

１ パワーハラスメント １４７ （１２）

２
悲惨な事故や災害の体験・目
撃

８９ （ １）

３
仕事内容・仕事量の（大き
な）変化

７８ （１６）

４
同僚等から、暴行又は（ひど
い）いじめ・嫌がらせ

７３ （ ０）

５ セクシュアルハラスメント ６６ （ ０）

６ 特別な出来事 ６１ （ ４）

７ （重度の）病気やケガ ４２ （ ２）

８
２週間以上にわたって連続勤
務

３８ （ ９）

９ 上司とのトラブル ２３ （ ５）

１
０

１か月に８０時間以上の時間
外労働

２１ （ ２）

※（ ）内は自殺（未遂を含む）の件数で、内数。

出典：精神障害の労災補償状況

精神障害の労災補償状況 精 神 障 害 の 出 来 事 別 支 給 決 定 件 数
（ 上 位 1 0 項 目 ） （ 令 和 ４ 年 度 ）

100108
130127

205

268269
234

308325

475
436

497
472

498506
465

509

608
629

710

43 40 45 42
66 81 66 63 65 66

93
63

99 93 84 98
76 88 81 79 67
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800

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

認定件数 うち自殺

精神障害の労災補償状況



傷病手当金における精神障害等が占める割合

1313

4.45%

32.96% 18.11%
14.79%

14.56%

6.89%

15.00%

8.87%

4.37%

15.24%

7.79%

3.66%

50.52%
35.82%

65.29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成７年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

傷病手当金 傷病別件数の年度別構成割合（各年10月実績）

その他 循環器系の疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患 新生物 精神及び行動の障害

（※１）傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給される制度。

（※２）出典：協会けんぽによる集計



メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいる事業所の割合

1414

10.3%
9.2% 10.1%

13.3%

6.7%
7.8%

8.8%

10.6%

5.8%

3.7% 4.1%

5.9%

0%

5%

10%

15%

20%

H30 R2年 R3年 R4年

いずれかに該当する労働者がいた 連続1か月以上休業した労働者がいた

退職した労働者がいた

出典：厚生労働省 労働安全衛生調査（実態調査）



メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者の割合

1515
出典：厚生労働省 労働安全衛生調査（実態調査）
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12.5%
23.1%

11.8%
3.6%

21.9%
35.9%

16.2%
26.2%

27.1%
36.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他

会社の将来性

雇用の安定性

事故や災害の体験

顧客、取引先等からのクレーム

仕事の失敗、責任の発生等

役割・地位の変化等（昇進、昇格、配置転換等）

対人関係（セクハラ・パワハラを含む）

仕事の質

仕事の量

職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合
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55.0% 57.3%
62.8% 61.5% 58.0% 60.9%

52.3% 55.7% 59.5% 58.3% 58.0% 54.2% 53.3%

82.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

S62年 H4年 H9年 H14年 H19年 H24年 H25年 H27年 H28年 H29年 H30年 R2年 R3年 R4年

強い不安、悩み、
ストレスの内容

（３つまでの複数回答）

出典：労働者健康状況調査、労働安全衛生調査（実態調査）
※ストレスがある者を100として集計

※令和４年調査から本設問の形式を変更した。
令和３年調査は、最初にストレスの有無を選択させ、「あ

る」を選択した場合に３項目以内を選択させる設問形式とし
ていたが、令和４年調査は、ストレスの有無の選択を前置せ
ず、ストレスと感じる事柄から３項目以内で選択する設問形
式としており、１つでも選択した場合に、ストレスが「あ
る」に該当するものとしている。



職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合
（事業所規模別）

17

84.384.783.186.0
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（出典）令和４年労働安全衛生調査（実態調査） 特別集計



職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合
（業種別）

18（出典）令和４年労働安全衛生調査（実態調査）
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事業場におけるメンタルヘルス対策に関する
現状（労働安全衛生調査より）



メンタルヘルス対策の実施状況

20
（出典）労働安全衛生調査（実態調査）
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メンタルヘルス対策の取り組み内容（事業所の規模別、2022年）



ストレスチェック制度の実施状況（令和４年）

①ストレスチェック実施状況 ②集団分析の実施状況 ③集団分析結果の活用状況

（出典）労働安全衛生調査（実態調査） 特別集計

（％）（％）（％）
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（注）①②③の分母は同一である。



事業場におけるメンタルヘルス対策に
関する現状
（令和３年度委託事業より）



ストレスチェック実施状況（事業場規模別・年次推移）

23出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」



ストレスチェックを実施していない理由（従業員数49人以下の事業場）

24出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

労働者数50人未満の事業場であり、実施義務がなかった

実務上煩雑だった

費用負担が大きかった

プライバシーに配慮することが困難だった

ストレスチェック制度の義務化を知らなかった

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施をする余裕がなかった

その他

事業場調査



ストレスチェック結果に基づく面接指導の実施状況と評価

25出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（面接指導を受けたことの評価）

とても有効 いくらか有効 あまり有効でない 全く有効でない

（面接指導を受けない理由）
全国の労働者3,915人を対象に２年間にわたり調査を実施した

ところ、2016年、2017年の高ストレス判定を受けた者は14-
19％（n=1,060、900）であった。高ストレス判定者のうち、
医師面接を受けた者は16-17％（n=153、168）であった。医師
面接を受けなかった理由（n=141）は、「面接指導がどのよう
に役立つのかが分からなかった」（36％）、「面接指導の必要
性を感じなかった」（29％）、「時間がなかった」（20％）が
多かった。
※全国調査によるストレスチェック制度の効果評価（2018川上憲人／厚生労働科学

研究費補助金による研究）

労働者調査

事業場調査



ストレスチェック結果の集団分析の実施状況

26出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（集団分析の実施状況（令和２年度））

実施した 実施していない 分からない 無回答

0% 10% 20% 30%

集団分析の必要性を感じなかった

集団分析を実施する時間的余裕がなかっ

た

集団分析の仕方が分からなかった

集団分析を実施するマンパワーや経費を

確保できなかった

事業場が小規模であり、プライバシーの

保護を考慮して集団分析の実施を控えた

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、実施をする余裕がなかった

その他

無回答

（集団分析を実施しなかった理由）

1,000人～

300～999人

50～299人

～49人

事業場調査



集団分析結果に基づく職場環境改善の実施状況

27出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

1,000人～

300～999人

50～299人

～49人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（職場環境改善の実施状況（令和２年度））

実施した 実施していない 分からない 無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

職場環境改善の必要性を感じなかった

集団分析結果から職場・部署ごとのリスク・課題を洗い出
すのが困難だった

集団分析結果から職場・部署ごとのリスク・課題を洗い出
す時間的余裕がなかった

どの職場環境改善に取り組むのが効果的か分からなかっ
た

職場環境改善の仕方が分からなかった

職場環境改善の必要性について職場の理解や協力が得
られなかった

職場環境改善に必要なマンパワーや経費が確保できな
かった

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施をする余裕
がなかった

職場環境改善は実施しているものの、ストレスチェックの集
団分析結果を活用する必要性を感じなかった

その他

無回答

（職場環境改善を実施しなかった理由）

事業場調査



集団分析結果に基づく職場環境改善の具体的内容

28出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

事業場調査

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

職場で行う研修の充実や

従業員に対する情報提供態勢の改善

心の健康を含む社内相談窓口の開設や機能の拡充

コミュニケーションプログラムの実践を含む社内のコミュニケーションの在り方の見直し

勤務時間や職場体制・態勢の見直し

作業手順の見直し

作業環境や職場環境の見直し

職場内の相互支援態勢の見直し

人事制度等の見直し

健康管理体制・態勢の

見直し

その他

無回答

経営者主導型 管理職主導型 専門職主導型 従業員参加型



集団分析結果に基づく職場環境改善の実施状況と、労働者側の認識

29出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

（職場環境改善の有無）

ある ない
分からない 無回答

・集団分析を行った事業者のうち５～６割が職場環境改善を実施したとしている
が（P25の左図参照）、職場環境改善を行った事業場に所属する労働者が改善
されたと認識している割合は２割以下で、「ない」「分からない」が８割を占
めており、職場環境改善が労働者側には伝わっていない状況が認められる。

・職場環境改善があったと労働者が認識しているケースでは、労働者による職場
環境改善の効果は高く評価（約８割が有効と評価）されている。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

とても有効

いくらか有効

あまり有効でない

全く有効でない

（職場環境改善がありとした労働者による効果の評価）

労働者調査



ストレスチェック制度に対する事業者側の認識

30出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

社員のメンタルヘルスセルフケアへの関心度の高まり

メンタルヘルスに理解ある風土の醸成

職場の雰囲気の改善

メンタルヘルス不調者の減少

長時間労働者の減少

社員の満足度の向上

離職者の減少

生産性の向上

けがや事故の減少

会社の利益の向上

その他

職場環境改善を実施した事業場 職場環境改善を実施していない事業場

事業場調査



その他（支援制度）



産業保健活動総合支援事業

32

（独）労働者健康安全機構（本部）

事業場における産業保健活動の活性化を図るため、ストレスチェック制度を含めたメンタル
ヘルス対策、治療と仕事の両立支援等の取組に対して、①事業者、産業医等産業保健スタッフ
等に対する研修等の実施、情報提供等、②小規模事業場に対する産業保健サービスの提供、助
成金等の各種支援を行う。

○団体経由産業保健活動推進助成金
事業主団体等が傘下の中小企業等に対し、産業保
健サービスを提供した場合に助成

○事業場における産業保健活動への支援

地域産業保健センター
（地域窓口）

産保センターの下、監督署単位
（全国約350箇所）に設置

・産業医、保健師等による訪問指導（長時間労働者の面接
指導、健康診断結果の意見聴取等）

・メンタルヘルス対策の専門家による企業への訪問指導

・両立支援の専門家による企業への訪問指導、個別ケース
の調整支援

○産業保健関係者の育成等
・産業医等産業保健スタッフ向け専門的研修

・事業者、労働者等向け啓発セミナー

・管理監督者、若年労働者に対するメンタルヘルス
教育

・産業保健関係者からの専門的相談対応

○情報提供・広報
・ホームページ運営等

○連絡会議等開催
・都道府県及び地域単位の運営協議会の開催等

○産保センター及び地域窓口に対する

支援・指導
○情報提供・広報
・ホームページ運営、情報誌発行、教材開発、両
立支援の事例収集・公表 等

※労働者50人未満の産業医の選任義務のない小規模
事業場への支援

産業保健総合支援センター 47都道府県に設置



働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」（https://kokoro.mhlw.go.jp/）において、職
場のメンタルヘルスに関する総合的な情報提供を行うとともに、メンタルヘルス不調、過重労働に
よる健康障害に関する相談窓口を設置。 【アクセス件数実績（令和４年度）： 約893万件】

○メンタルヘルスに関する基礎知識 ○事業場の取組事例
○専門の相談機関や医療機関 ○各種支援・助成制度
○統計情報 ○関係行政機関の情報 等

職場のメンタルヘルスに関する総合的な情報提供

労働者やその家族からのメンタルヘルス不調やストレスチェック後のセルフ
ケアなどに関する相談、事業者や産業保健スタッフ等からのメンタルヘルス・
過重労働対策などに関する相談に応じる、メール相談・電話相談・SNS相談
窓口を設置。

メンタルヘルス不調、過重労働による健康障害に関する
メール相談・電話相談・SNS相談窓口の設置

「こころの耳メール相談」（平成26年７月～）

○ 相談実績（令和４年度） ： 4,234件

「こころの耳電話相談」（平成27年９月～）

○ 専用ダイヤル ： 0120－565－455
○ 受付日時 ： 月・火／17:00～22:00、土・日／10:00～16:00

（祝日、年末年始を除く）

○ 相談実績（令和４年度） ： 27,177件

※平成28年度に
「こころほっとライン」から改称

「こころの耳ＳＮＳ相談」（令和２年６月～）

○ 受付日時 ： 月・火／17:00～22:00、土・日／10:00～16:00
（祝日、年末年始を除く）

○相談実績（令和４年度） ： 7,808件 33



ストレスチェック制度が事業者において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレス
チェックの結果出力、集団分析等を行う「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料公開

厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

・ 労働者における画面上でのストレス
チェックの受検
※ 紙媒体で実施した場合、CSV等へ入力

したデータをインポートすることも可能
・ 労働者の受検状況の管理
・ ストレスチェック結果の点数集計
・ ストレスチェック結果の出力
・ ストレスチェック結果の集団分析

・ 令和４年度：30,053件
・ 令和３年度：29,708件
・ 令和２年度：21,888件
※ 同一の者による複数回ダウンロードの

場合もそれぞれカウントしている。

具体的な機能

ダウンロード数（実績）

34



厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

35

個人結果の例（１枚目） 個人結果の例（２枚目）



厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

36

個人結果の例（３枚目）

個人結果の例（３枚目上部）

拡大



厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

37

個人結果の例（３枚目下部）



厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

38

集団分析結果
拡大

集団分析結果（上部）



厚生労働省版ストレスチェック制度実施プログラムの概要

39

集団分析結果（下部）


